
■都市計画法第５３条１項許可の流れ

事前相談
（都市計画課）

 申請者

区域確認
（事業施行担当課）

市街地開発事業区域内 都市計画施設区域内
（土地区画整理事業・再開発事業） （道　　路）　  　（公　　園）

都市計画街路明示申請
（都市計画道路の区域内の場合）

都市計画街路明示申請 都市計画公園明示申請

５３条許可申請書を３部提出 ５３条許可申請書を３部提出 ５３条許可申請書を３部提出

申請書（正本）に意見書添付 申請書（正本）に意見書添付 申請書（正本）に意見書添付

 市事業施行担当課から都市計画課へ５３条許可申請書２部（正・副）を転送

許可手続き
（都市計画課）

許可

許可証受領  申請者

駅周辺整備課 土木管理課事業課


